
安全上、防火上及び衛生上支障がない軒等を定める等の件

趣旨

告示案のイメージ

○ 大規模庇に係る建築基準法施行令の見直しに伴い、「安全上、防火上及び衛生上支障がない軒等」を
国土交通大臣が告示で定めることが必要。

公布：令和５年２月28日
施行：令和５年４月１日

（令和５年国土交通省告示第143号）
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庇上部に上階を設けないこと
※非常用進入口、室外機置場等は可
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不算入部分の長さは５ｍを
上限とする

敷地境界線を基準点として、庇の高さに
応じた離隔距離（1:1）を確保

不算入となる庇の合計面積は、当該敷地の建築可能面積（敷地面積×当該敷
地の建蔽率）の１割以下とする

【対象】工場又は倉庫の用途に供する建築物で、
専ら貨物の積卸し等の業務のために設けられる庇等

庇部分は不燃材料とする

庇端は敷地境界線から５ｍ以上離隔

【凡例】 ：施行令で定めている内容
：今回の告示で定める内容
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